
  少なくとも別居後 6 ケ月間の送金を証明する書類を添付のうえ申請してください。扶養調査にて「銀行振り込

み控え」、「預金通帳等の写し」、「現金書留の 控え(写しを含む)」のいずれかを提出していただき、送金の確認 

をいたします。送金額については、健保組合にお問い合わせください。 
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【確認１】 兄弟姉妹の届け出の場合には、もちろんそれぞれに収入の有無を確認することも重要ですが、兄弟姉妹を 

経済的に支えるうえで、被保険者が家計の中心的な役割を果たしているのかなどを確認します。 

【確認２】 被保険者以外の親族からの金銭援助額も、認定対象者の収入の範囲に入ります。 

【確認３】 遺族年金や障害年金など社会保障からの給付は、非課税であっても、収入の範囲となります。 

【確認４】 同居別居を問わず、生計維持関係の実態は把握させて頂きます。 

【確認５】 送金について、別居している兄弟姉妹を被扶養者として申請する場合、｢被保険者により生計が維持されてい 

る｣とみなされる条件を満たす必要があります。また、別居後も被保険者からの送金により生計が維持されてい 

ることを証明する必要があります（単身赴任による別居を除く）。 

なお、送金は被保険者から認定対象者の口座に送金を毎月行なわなければなりません。 

少なくとも別居後 6 ケ月間の送金を証明する書類を添付のうえ申請してください。扶養調査にて「銀行振り 

込み控え」、「預金通帳等の写し」、「現金書留の 控え(写しを含む)」のいずれかを提出していただき、送金の確 

認をいたします。送金額については、健保組合にお問い合わせください。 

チャート 4 兄弟姉妹 

あなた【確認 1】のご兄弟姉妹は、あなたと「同居」し、「家計」もご一緒ですか？ 

点検 3 

点検 5 

あなたの兄弟姉妹の年収総

額（非課税所得も含む【確認

3】）は、130 万円（概ね厚

生年金保険法による障害厚

生年金の受給要件に該当す

る程度の障害者である場合

にあっては 180 万円）未満 

ですか？ 

あなたの兄弟姉妹の年収総
額（非課税所得【確認 3】や
被保険者以外の者からの金
銭援助も含む）は、130 万
円（概ね厚生年金保険法に
よる障害厚生年金の受給要
件に該当する程度の障害者
である場合にあっては 180 
万円）未満ですか？ 

あなたの兄弟姉妹には、何らかの収入

（被保険者以外の者からの金銭援助も

含む【確認 2】）がありますか？ 

あなたは、別居の兄弟姉妹に対して 

毎月仕送り（送金）をしていますか？ 

点検 4 

兄弟姉妹の年

収は、あなたの

年収の2分の1 

未満となってい

ますか？ 

当健康保険組合において審査をしますので、 

被扶養者届と各種事実確認の書類を届出てください 

あなたは、兄弟

姉妹に年収総

額を上回る額を 

送金しています 

か？ 

被扶養者の要件を

満たしていません。 

他の健康保険への

加入手続きをして下

さい

点検 1 

点検 2 


